
確定申告の受け付けが始まります
～確定申告の会場別受付日程～
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※市役所市民窓口館を除くすべての会場では、相談受付期間を限定させていただいています。
※会場にお越しになる際には、各会場の相談受付開催期間をご確認の上、ご来場いただけますようお願い
します。
※お住まいの町に関係なく、各会場の相談受付開催期間であればどちらの会場でも受付は可能です。
※住民税申告につきましては、開催日以外でも受け付けます。

月　　日 市役所
市民窓口館1階
101会議室

境川防災
センター
1階対策室

　平成28年分「所得税および復興特別所得税」の確定申告と平成29年度分「市県民税」の申告相談およ
び受け付けが始まります。特に行政区などの指定はありませんので期間内に申告を行ってください。
　申告期間は以下のとおりになりますが、何卒ご理解とご協力をお願いします。

　確定申告書を市役所の申告会場で提出する場合は、マイナンバーカードなどの本人確認書類の写しの添
付が 必要です（税務署に提出の場合は提示でも可）。
　※本人確認書類とは、次の書類などをいいます。
　　・マイナンバーカード
　　・通知カードおよび運転免許証などの顔写真付きの身分証明書
　　・マイナンバーが記載された住民票の写しおよび運転免許証などの顔写真付きの身分証明書

○申告期間中は、混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
○申告には印鑑が必要になりますので、忘れずにお持ちください。
○申告して所得税の還付が出る方は、還付先の口座番号（本人名義）が必要になります。
○給与収入のある方は、源泉徴収票をお持ちください。また事業収入・不動産収入のある方は青色申告決
算書または収支内訳書を作成してから申告会場にお越しください。
○雑損控除、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得がある方は、直接税務署で申告してください。

確定申告書作成指導会場「夢わーく山梨」（勤労者福祉センター）
○申告した内容は、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の保険料の算定や負担区分の
判定などに必要な賦課資料になります。
○申告不要の上場株式の配当または譲渡所得があった方は、申告をすると所得税が還付されることがあり
ますが、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの保険料の算定や負担区分の判定な
どにおける所得金額に算入されます。
○内容によっては、市の申告会場では受け付けることができない場合もありますが、あらかじめご了承く
ださい。
○複雑または、時間を要する内容と思われる場合などは、山梨税務署の署外会場である「夢わーく山梨」
において、2月16日（木）から申告書の作成相談会場を設置していますのでそちらのご利用をお勧めしま
す。

▼受付時間　午前9時～11時、午後1時～4時 
※日曜確定申告会場を、2月19日（日）・26日（日）午前9時～11時、午後1時～4時に開設します。市役所市民窓口館1階会場
のみの開設ですが、市内全域が対象ですのでご利用ください。

※混雑状況などにより、締切時間を早めさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
※3月14日（火）と最終日の15日（水）につきましては、市民窓口館のみの開催となりますのでご注意ください。
※最終日（3月15日水曜日）につきましては、 正午 をもって受付を締め切りとさせていただきますのでご注意ください。
※最終日（3月15日水曜日）は、非常に混雑することが予想されますのでお早めの申告をお願いします。

■問合せ先　税務課　市民税担当　☎ 055（262）4111

確定申告上の注意点

■問合せ先　・税務課 市民税担当  ☎ 055（262）4111　・山梨税務署 個人課税部門  ☎ 0553（22）1411

正午で受付
を終了します。

　 みんなが納めるいろいろな税金は、教育や医療・福祉、道路や橋、他にもさまざまな公共サ
ービスに使われているよ。その使い道を「予算」という形で決めるのが選挙で選ばれた議員だ
よ。議員たちの判断で、国の発展やみんなの生活が決まるとも言えるね。
　だから、しっかりした考えを持つ候補者を「選挙」して選ぶことが大切なんだ。

例えば、買い物をするときに消費税を払うよね。もちろんだけど他
にもいろいろな税があるし、納税は国民の義務だよね！

選挙に関するあれこれを発信する「選挙」豆知識、
平成28年2月号からスタートし、1年が経ちました。
今回は、「選挙は何のためにする？」といった疑問を抱いて
しまうかもしれない、これから有権者になる若者に向け、
国政選挙をイメージして発信します。

～家族で「選挙」のことについて話してみませんか？～

笛吹市選挙管理委員会　笛吹市明るい選挙推進協議会

有権者のみんな、
注目！

NO.13「選挙」
豆知識

～家族で「選挙」のことについて話してみませんか？～

今はまだ、選挙なんて自分には関係ないと思っていません
か。日々の暮らしと選挙がどう関係しているのか、まずは
知ってみよう！勉強してみよう！

■問合せ先　笛吹市選挙管理委員会事務局　☎ 055（262）4111
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